
 

 

 

 

 

令和３年度 第４６回北海道体育大会ハンドボール競技会 

兼 第７６回国民体育大会ハンドボール競技北海道予選会 

 

【 開 催 要 項 】 

 

１ 主   催   公益財団法人日本スポーツ協会 公益財団法人北海道スポーツ協会 

北海道ハンドボール協会 

２ 主   管   釧路ハンドボール協会 

３ 後   援   スポーツ庁 北海道 釧路市 釧路市教育委員会 釧路市スポーツ協会 

          釧路市スポーツ振興財団 

４ 期   日   令和３年８月２７日（金）～２９日（日） 

５ 会   場   湿原の風アリーナ釧路 〒０８５－００６４ 釧路市広里１８番地 

                     TEL ０１５４－３８－９８００ 

６ 種   別   成年男子  成年女子  少年男子  少年女子 

７ 参 加 資 格   （１）日本国籍を有する者。 

          （２）前回の国民体育大会（地区予選を含む）に他府県を代表して参加

したものは、出場できない。ただし、新卒者は除く。 

          ＊「成年種別」 

           イ 男女の所属は、現住所、勤務地またはふるさと（別記１）のいず

れか属するものから選択できる。 

           ロ （財）日本ハンドボール協会に、一般Ａ・大学生として登録した

役員・選手に限る。 

          ＊「少年種別」 

           イ 平成１５年４月２日以降に生まれた者で、その所属は居住地を示

す現住所・勤務地・学校所在地のいずれか１ヶ所とする。 

           ロ （財）日本ハンドボール協会に登録した役員・選手に限る。 

          （３）「成年・少年」に出場しようとする役員・選手は、「国体一時登

録」をしなければならない。また、「国体一時登録」する役員・

選手の人数制限はない。 

          ＊「チーム編成」 

           イ すべての種別のチーム編成は、単一または２チーム以上の混成に

してもよい。 

           ロ 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度

に基づく、公認資格取得者または、令和３年度資格申請中の者で

あること。 

           ハ 少年の部に出場するチームは、各支部２チーム以内とする。 

８ 競 技 規 則   令和３年度（財）日本ハンドボール協会競技規則による。 

          使用球は、（財）日本ハンドボール協会検定球とする。 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施します。 



９ 競 技 方 法   （１）トーナメント方法とする。 

          （２）競技時間は、決勝が前半３０分 休憩１０分 後半３０分とし、 

             それ以外は、前半２５分 休憩１０分 後半２５分とする。 

          （３）時間内に勝敗が決しない場合 

             決勝は、第２延長まで行う。決勝以外は第１延長のみ行う。 

延長終了後、同点の場合は７ｍｔｃ（５人）を行う。 

10 チーム編成   １チーム 役員は４名以内 選手は１２名以内 

11 参 加 料   １チーム ３０，０００円＋役員・選手人数×２，５００円 

（参加料）           （保険料） 

12 宿泊・弁当   当番協会では斡旋しないので、各チーム単位で対応すること。 

13 申 込 方 法   申し込みは、各支部単位で行うこと。 

①支部単位で集約し参加申込書は郵送で送ること。 

②参加申込書のデータをメールに添付し送ること。 

③参加料は振り込みによること。（振込口座は別紙連絡事項参照） 

④振込明細書をメールに添付し送ること。 

＊参加申込書の郵送先 

〒０８５－０９１０ 釧路市昭和中央５－１０－１ 釧路商業高校 

 笹 川 賢 俊 宛 

TEL ０１５４－５２－３３３１ 

FAX ０１５４－５２－３３３３ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：m-sasagawa@hokkaido-c.ed.jp 

14 締 め 切 り   令和３年７月２２日（木）＊振込も完了して下さい。 

15 抽   選   令和３年７月２４日（土） 

16 大 会 日 程   令和３年８月２７日（金） 

           １０：００～ 競技開始        （湿原の風アリーナ釧路） 

令和３年８月２８日（土）・２９日（日） 

                   ９：３０～ 競技開始        （   同  上   ） 

令和３年８月２９日（日） 

            ９：３０～ 競技開始        （   同  上   ） 

          ＊閉会式は行いませんが、各種別の決勝終了時に賞状・優勝杯伝達をコ 

ートで行います。 

          ＊参加チーム数により、競技の開始時間・終了時間が変更される場合が

あります。 

17 そ の 他   （１）申込後の役員、選手及び選手番号の変更は認めない。 

             ただし、怪我・病気等やむを得ない事情の場合は、医師の診断書

と交代（変更）届けを代表者会議前までに競技委員長に提出す

ること。この手続きの上、変更を認めることもある。 

          （２）代表者会議は、リモート会議（もしくは書面会議）になることが

あります。（別途、日時・開始方法については、チーム代表者に

連絡いたします）。 

          （３）開会式は開催しません。前年度優勝チームは優勝杯を持参するこ 

と。 

（４）ベンチに入るチーム役員の服装には品位を保つこと。 

登録証（役員・選手）は、試合前に審判に提出すること。（登録



証のない場合は、試合に出場できない） 

          （５）ユニホームは、１番からの連番とし、同色でないものを２着以上

用意すること。番号は地色やデザインとはっきり区別できるも

のでなければならない。 

          （６）競技中の傷害に対する応急処置は主催者で行うが、それ以外の責

任は負わない。 

          （７）オフィシャル、得点及びモップは主管協会で行う。 

          （８）両面テープのみ使用を許可する。 

          （９）チーム責任者は、競技中も自チームを指揮し管理する責任を持つ

こと。 

（１０）「新型コロナウィルス感染症ガイドライン」に沿っての大会運営

となります。詳細については、別途お知らせいたします。 

＊別記１ 【国民体育大会ふるさと選手制度】 

（１）成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第３項〔本則第７条第２号及び

第９項第７号（参加資格及び年齢基準等）〕に基づき、下記のいずれかを拠点

とした都道府県から参加することができる。 

ア 居住地を示す現住所 

イ 勤務地 

ウ ふるさと 

    （２）「ふるさと」とは、卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する

都道府県とする。（北海道とする） 

    （３）「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により

「ふるさと」を登録しなければならない。なお、一度登録した「ふるさと」は、

変更できないものとする。 

    （４）「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項―（１）―①― 

       ウ（国内移動選手の制限）に抵触しないものとする。 

    （５）ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続と

し、利用できる回数は２回までとする。 

    （６）参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項

で定めた参加申込期日までに、公益財団法人日本スポーツ協会宛に提出する。 

      ・北海道予選会に「ふるさと選手」として参加するものは、道予選会参加申込期

日までに提出すること。 

 

 

 


